
保存期間： 3年

(令和3事務年度末）

|哨鰄室･消費鱸鰄報餓応室’

消費税の軽減税率制度等に関する今後の取組

1 これまでの経緯

税制抜本改革法（平成24年法律第

得者対策として、給付付き税額控除き

こととされ、以降、与党内での検討そ

給付付き税額控除等

与党内での検討を

68号）において、消費税率の引上げに伴う低所

弓又は複数（軽減）税率の導入について検討する又は複数

平成29年4月の消費税率引上げに伴つ経て、

て軽減税率制度を実施することを内容とする平成28年度税制改正法が平成28年3月

31日に公布。

その後、平成28年6月1日に安倍内閣総理大臣から消費税率の引上げ及び軽減税

旨の表明を受け、平成28年9月26日

出され、平成28年11月28日に公布

率制度の実施時期を平成31年10月に延期する

には同内容を主とする税制改正法案が国会に提出され、

されたところ。

2軽減税率制度の概要
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令和元辱迩月1種から4硝費瀧及職地方矯費税の税率が8％から10妬に引き上げら
れます｡この税率"引玉Iど周蒔Iと摘費税の軽減税率制度が実施され叢す。
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(区分記載請求書等保存方式）

令和5年10月1日管帳簿と適格請求書等の保存
(適格請求書等保存方式）
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＆税率ごとの区分経理が困難な中小事業者に対する売上税額又

は仕入税額の計算の特例 " ： : ％&心
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3軽減税率制度の円滑な実施に向けた取組

（1）取組体制

イ政府全体の体制

・ 上記（1）を受け、内閣官房副長官補を議長とし、関係省庁の局長級をメン

バーとする「消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議」を設置（当庁は次長が

メンバー)。これまで6回の会議が開催されており、政府全体としての取組方針

や各省等の施策について、関係省庁間で共有（資料1)。

〔参考〕これまでの開催実績は、平成28年4月8日、 28年12月26日、 30年1月29日、

30年10月26日、 30年ll月16日、 31年3月7日。

課長級・課長補佐級の会議も随時開催。

． また、平成29年度においては、各地方における関係行政機関及び民間の事業

者団体等の連携を図るため､都道府県ごとに｢消費税軽減税率制度実施協議会」

を設置するとともに、同協議会に参加している各行政機関の連携を図ること等

を目的として、行政連絡会を設置。

（注） 「消費税軽減税率制度実施協議会」は、事業者団体等と国税局・経産局・農政局及び都

道府県等の行政機関がメンバー（各都道府県の商工会連合会が事務局)。行政側からの協

力要請や情報の共有を行うことを目的として、平成29年6月から同年10月にかけて47

都道府県において開催し、その後、地域の実情に応じて適時に開催。 さらに、メーリン

グリスト等を通じて必要な情報を共有。また、 「行政連絡会」は、各地域において必要に

応じて開催。

口当庁における体制（平成28年度～）

〔定員関係〕国税庁(本庁)15人、国税局36人、税務署81人・ ・ ・ ・合計132人

〔機構関係〕国税庁本庁に「消費税軽減税率制度対応室」を新設。担当課室長

級機構とし、参事官及び課税企画官を設置。

（参考）局署には、事務系統横断的な体制（局・署プロジェクトチーム）を構築（資料2） 。

（2）主な施策の状況

イ政府全体の取組

・ 政府広報は、 30年6月下旬以降、事業者向けに、業界紙12誌（発行総部数

187万部以上)において､事業者の対応準備や補助金に係る広報を計2回実施。

また、 31年3月にWebのバナー広告を実施。

・ 今後、テレビCMや一般紙等を積極的に活用し、事業者も含めて、広く一般

向けに、消費税率引上げの趣旨や使途、駆け込み・反動減対策等の内容ととも

に、軽減税率制度の概要、対応準備、補助金に係る広報を実施予定。

・ 事業者団体機関誌・専門紙等の活用、各省庁予算による広報も併せて実施。

また、地方自治体も通じて、幅広い層に広報を実施予定。

口当庁における取組

①説明会の開催等による事業者の準備支援

・ 全国において、軽減税率制度の説明会を開催し、幅広い事業者等に対する

制度周知を継続的に実施。



（※）国税庁ホームページに開催日程等を公表し、どの事業者でも参加可能としている。

・ 税務署が行う既存の説明会等の機会も活用（事業者の利便に配慮)。

②各団体主催の説明会への講師派遣による支援等

・ 各団体主催の説明会に、国税当局から積極的に講師を派遣。その際、業界

特有の留意点等にも言及するなど、事業者のニーズにも配慮｡

・ 税務関係民間団体に対しては、説明会の開催・広報物の配布・機関紙等へ

の記事掲載等への協力を要請しつつ、緊密に連携して各施策を実施。

． 様々な事業者団体等に対しても、関係府省庁等と連携しつつ、国税当局自

らが協力を要請し、説明会の開催等を支援。

（※）商工会・商工会議所、商店街振興組合、中小企業団体中央会傘下の各業種別団体、

各業種生活衛生同業組合、農協・漁協・酪農協、卸売関係の各団体、金融機関等。

③事業者の様々なニーズに応じた情報等の公表

・ 国税庁ホームページに特設サイトを開設（28年4月）

・ 法令解釈通達の発遣・公表（28年4月公表、 28年11月最終改正）

・ 質疑応答事例集(Q&A)の公表(28年4月公表、29年1月･30年1月．

30年11月改訂）

・ 軽減税率制度に係るリーフレット、パンフレット・手引き・計算例等の作

成・配布（29年8月以降随時）

・ 個々の事業者に対するパンフレット送付

〔参考〕平成29事務年度は、飲食料品を取り扱う課税事業者約60万者を対象に送付

平成30事務年度は、ほぼ全ての事業者約850万者を対象に送付（7月～8月）

令和元事務年度は、記帳・決算・申告の流れを解説したガイドをほぼ全ての

事業者約850万者を対象に送付予定（8月）

その他、納税者への各種書類郵送の機会におけるリーフレットの同封（随時)，

・ 軽減税率制度に係る「Web-TAX-TV」の配信(29年11月、 30年9月追加）

・ ポスターの刷成・掲出（30年7月以降随時）

④相談対応

・ 既存の電話相談センターに軽減税率専用ガイダンスを開設（28年4月）

・ 軽減税率制度専用の電話相談センター（軽減コールセンター）の設置（29

年7月末開設､30年7月規模の拡充．31年4月よりフリーダイヤルの導入）

（資料3）

・ 全国の税務署の専用相談窓口 （改正消費税相談コーナー）で個別照会等に

対応

⑤指導機関等のない飲食料品取扱事業者に対する個別接触

指導機関等のない飲食料品取扱事業者に対して、書面、架電等により説明会

への参加勧奨等を実施。



4令和元事務年度の取組方針

軽減税率制度の実施及び初回申告に向けて、より一層の周知・広報、丁寧な相談

対応や記帳・申告指導等に取り組む。

（1）上記3（2）口に記載の各施策の継続実施

説明会の内容については、一般的な制度周知から区分経理・決算処理・申告書

作成といったより実践的な事項に徐々にシフト。

（2）税理士等による記帳・申告指導の活用（個人事業者）

既存事業者向けに、軽減税率制度に特化した記帳・申告指導を令和元年9月か

ら令和2年3月末にかけて新たに実施。

従来から実施している新規事業者向けの記帳・申告指導についても、区分経理

等を含む消費税の指導を必須化。

（3）税理士による無料申告相談の拡充（個人事業者）

確申期の無料申告相談について、区分経理等を含めた消費税に関する個別相談

にも対応できるよう拡充。

なお、軽減税率制度の下では、飲食料品等取扱事業者を含めた多数の事業者にお

いて、適正な税率適用や適切な区分経理などの新たな対応が必要となることから、

制度実施後においても、早期の制度定着に向けたきめ細かい対応を行う。

5適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入への対応

（1）制度の概要

軽減税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月から適格請

求書等保存方式（いわゆる「インボイス制度｣）が導入（資料4)。

これに伴い、適格請求書発行事業者登録制度が創設され、インボイス制度導入の

2年前に当たる令和3年10月から登録申請の受付開始（資料5)。

※税務署長が付番する登録番号の構成については､法人番号を保有する者につい

ては、 「T+法人番号｣、それ以外の者については「T+13桁の番号」 とする。

なお、経産省は、いわゆる「個人事業主番号」の付番について検討しており、

将来的に、個人事業者の登録番号（13桁部分）が当該「個人事業主番号」 とし

て利活用されることも想定される。

（2）適格請求書発行事業者登録制度の登録申請の処理

現在（請求書等保存方式） 適格請求書等保存方式

･仕入税額控除の要件は、帳

簿及び請求書等の保存。

･免税事業者からの仕入れで

あっても仕入税額控除可

能 。

･帳簿及び「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件。

･適格請求書は、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事

業者」のみが交付可能。

当該登録は、課税事業者であることが要件のため、免税事業

者からの仕入れは仕入税額控除できない。

(注)適格請求書等には､税務署長が付番する登録番号を記載。



適格請求書発行事業者登録制度の登録申請については､多くの事業者が登録開始

（令和3年10月）からインボイス制度の導入（令和5年10月）までの2年間に、

集中して申請することが想定されるため、集中処理により効率的な処理を行う。

(3)当庁における取組状況等

軽減税率制度の周知・広報の中で、インボイス制度に係る周知等も併せて実施。

・ インボイス制度に係るリーフレットの作成（30年4月）

・ 法令解釈通達及び質疑応答事例集(Q&A)の発遣・公表(30年6月、 30年

ll月改訂）

・ インボイス制度に係る内容を追加したパンフレット等の広報物の作成･配布(30

年7月～）

． 「Web-TAX-TV」の配信(30年9月）

6消費税率引上げや軽減税率制度の実施後、インボイス制度の導入を見

据えた対応

消費税については、今後、税率引上げにより、その適正な執行の確保がますます

重要となる。また、円滑な軽減税率制度の実施やインボイス制度の導入及び適正な

運用は、消費税制度の信頼を確保・維持するために極めて重要である。

消費税率引上げに伴う適正課税に向けた対応として、特に不正還付への対応とし

て還付審査や消費税調査の充実が必要となる。

また、軽減税率制度実施後、初回申告が一巡する令和2事務年度からインボイス

制度導入までの間、軽減税率制度の早期定着を促すための取組が必要となる。

インボイス制度は、買手に対して、売手が正確な適用税率や消費税額等を伝える

ための手段として、発行事業者登録を受けた課税事業者のみが適格請求書を交付で

きるものであるため、複数税率制度下における適正な課税を確保する観点から制度

の適切な運用が重要。そのためには、登録事業者の的確な管理（無申告事業者への

期限後申告の勧奨や所在不明者に対する登録取消処理等）が必要となる。

上記については、本年5月開催の全国国税局課税（第一・第二）部長会議におい

ても、意見交換を実施したところであり、今後更なる検討及び着実な実施を進めて

いく必要がある。

(以上）



(資料1）

消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議の開催について

’
1 所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第171条第1項

に基づき、消費税の軽減税率制度の導入に当たって、混乱が生じないよう万全の準

備を進めるため、消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議（以下「会議」という｡）

を開催する。

2会議の構成は､次のとおりとする。ただし､議長は､必要があると認めるときは、

その他の関係者の出席を求めることができる。

内閣官房副長官補（内政担当）

財務省主税局長

中小企業庁長官

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）

内閣府大臣官房総括審議官

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長

警察庁長官官房総括審議官

金融庁総合政策局総括審議官

消費者庁次長

復興庁統括官付審議官

総務省大臣官房総括審議官（広報、政策企画（主） 、公文書管理担当）

総務省自治税務局長

法務省大臣官房政策立案総括審議官

外務省経済局長

国税庁次長

文部科学省大臣官房総括審議官

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

厚生労働省政策統括官（総合政策担当）

農林水産省食料産業局長

農林水産省経営局長

経済産業省大臣官房商務・サービス審議官

経済産業省経済産業政策局長

国土交通省政策統括官

環境省総合環境政策統括官

防衛省大臣官房長

議 長

副議長

構成員

3会議の庶務は、内閣府の助け及び総務省、財務省、経済産業省その他の関係行政

機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

4前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長

が定める。



【第6回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議資料】

軽減税率制度実施に関する対策について（前回会合以後の取組等）

*呈減”率制度等の事業者に対るム 周I
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1 《前回会合(30.10.26)》

'○全国の税務署等､業種横断的団体(商工会･商工会議所･税務関係団体等)及び事業者｜
｜ 団体(業界団体)において､説明会を開催｡所管省庁から事業者団体に対し説明会開催｜
｜ を働き掛け､国税庁等から講師を派遣
'○納税者･事業者へ個別にﾁﾗｼ･パンフレットを送付､郵便局等にも備置き
'○都道府県単位で､商工会等の事業者団体､各業界団体､税務関係団体､地方公共団体等’
1 が参画した軽減税率制度実施対策協議会を組織

'○関係省庁等において､地方公共団体､地域金融機関等の協力も得ながら､どの団体にも｜
｜ 属しない小規模事業者や個人事業主に対して働きかけを徹底｡必要に応じて､都道府県｜
|消費税軽減税率制度実施対策協議会等を活用 I

《説明会の開催、事業者向けチラシの配布等》

◆説明会は約5万回開催、延べ145万事業者が参加(30年12月末累計）

◆公取委主催の事業者向け説明会において、軽減税率制度の説明及び相談対応を

実施

◆ 「飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制

度実施後は「区分経理」が必要となります」 （チラシ)を配布

◆中小企業･小規模事業者向けに軽減税率対応が必要か否か気づきの機会を与え

る「軽減税率への対応が必要か1枚で分かるリーフレット」を配布

◆露出アップを意識し、事業者向けイベント・商談会場におけるセミナーを開催

《業種横断的団体・業界団体による周知広報等》

◆関係省庁から業種横断的団体・業界団体に対して説明会開催、講師派遣要請、

周知広報に関する協力依頼文書を発出

【業界団体との連携による周知広報】

◆農水省において、JAと連携の上､生産者に対する効果的な周知広報の実現に向

けた検討会を設置

◆農水省において、酪農・畜産業界の課題に対応するため、全国各地（地方農政

局等）での説明会開催を調整中

◆農水省において、食品卸・小売・製造・外食の業種ごとのパンフレットを作成

し、業界団体を通じて食品事業者に配布

【業種横断的な取組。働きかけ】

◆軽減税率制度実施対策協議会を、30年6月以降、鹿児島県、熊本県、大分県、

10月以降、宮崎県、秋田県、長崎県、 31年1月以降、福岡県、佐賀県で開催。3

～4月に愛知県、石川県、岐阜県、三重県、富山県で開催予定

◆日税連と連携の上、ホームページにおいて実務面での対応に役立つ資料をまと

めた専用ページを開設

◆日本商工会議所と連携の上、 「小売/卸売」 「飲食店」事業者向けの小冊子を作

成



《金融機関及び地方公共団体との連携による周知広報》

◆財務局・国税局が中心となり、金融機関団体に対する協力依頼文書を発出

◆総務省において､都道府県及び市区町村が活用できるよう事業者向け制度周知

チラシを約430万枚作成予定

◆総務省の依頼により、全都道府県で、都道府県及び市区町村職員向けの軽減税

率制度等に係る研修会を開催

◆総務省から地方公共団体に対して協力依頼文書を発出

・ 総務省において作成するチラシについて、個人事業税の納税通知書（約100

万通）に同封するなど事業者や住民に配布

･ 内閣府、中企庁、国税庁等と連携し、軽減税率制度や事業者支援措置に関す

る広報誌等における周知広報、税務署説明会等への協力

《マスメディアや業界紙等を活用したメディア露出》

◆制度概要に関する簡素な説明を掲載（20件程度）

◆財務省主税局が中心となり、業種固有の課題解決につながる詳細な解説等を掲

載(70件程度）

◆インターネット広告（バナー広告）の実施準備中

◆事業者向け広告の業界紙への掲載準備中（12紙程度）

◆視覚障害者向け音声広報CD、点字・大活字広報誌の制作準備中

､■■■ ■
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1 《前回会合》
｜ 【補助事業(経産省(中企庁))】
'○複数税率対応レジの導入等支援．受発注システムの改修等支援(補助金の基金534億円) I

｜ 【周知.サポート体制の整備(経産省(中企庁))】
'○中小企業･小規模事業者向けの広報パンフレットを配布(約118万部）
'○全国の商工会･商工会議所等に相談窓口を設置
'○商工会･商工会議所等の実施する講習会､巡回指導･専門家派遣等に対して支援

'○事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な実施及び運用I

｜ に資するための必要な措置を検討
'○商工会･商工会議所等を通じた業種横断的な働きかけに加え､事業者団体(業界団体) ｜
｜ を通じた働きかけを重点的に実施｡併せて国の支援策（ﾚジ補助等)の活用を促す。 I

《レジ補助金の拡充》

◆補助対象の拡大

・ レジに登録する商品情報（商品マスタ）の更新

・ 請求書管理システムの追加

・ 券売機の追加

◆補助率の引上げ（2/3今3/4）

◆補助対象事業者の拡充（旅館・ホテル等の対象拡大）

◆補正予算で561億円を措置、積み増し



《事業者向けチラシの配布等》

◆「一枚でレジ・システム補助金の全てがわかるリーフレット」を配布

◆農水省において、拡充内容を含めたレジ.システム補助金パンフレットを作成

し食品事業者に配布

《周知・サポート》

◆周知・対応サポート体制を充実。中企庁において、中小企業関係団体と連携し

て、周知・広報を実施(30年度第2次補正予算により拡充）

・ 説明会･講習会は延べ12,802回､約31万者が参加(30年12月末累計）

厩詞
・ 中小企業・小規模事業者向けの分かりやすい「小冊子」 （軽減税率、価格転嫁対策）の

改定版（50万部。旧版含めると累計110万部）を発行・配布

． 「小売/卸売」 「飲食店」事業者向けの小冊子を作成（再掲）

・ 3ステップによる軽減税率対応のための事業者支援を実施(①事業者の「気づき」の支

援､②基礎的知識の習得支援(説明会､講習会等)、③個社ごとに経営指導員・専門家に
よる個別具体的な支援）

・ 消費税対策で頼れる「会計・決済のIT3ツール」 （クラウド会計、モバイルPOSレ

ジ、キャッシュレス決済）の推進

信王ヨ
・ 都道府県連経由で各単会組織による軽減税率対策の推進の取組を組織的に推進。経営

指導員による巡回指導の機会を捉えた伴走型の経営指導等を網羅的に実施

・ 中小企業・小規模事業者向けの軽減税率ガイドブック(20万部）を作成中

・ 政府広報パンフレット等（中企庁・国税庁）を印刷し、講習会や巡回指導、窓口相談

時に配布

･ 地域や事業者の特性に応じて独自テキストやチラシを作成し、講習会や巡回指導に加

え窓口等で配布

・ 広報による窓口への相談促進と併せて、講習会の集団支援や事業者の悩みに寄り添っ

た経営指導員及び専門家による個別具体的な支援を実施

全国中小企業団体中央会

各都道府県中央会が、事業協同組合等の属性に基づき「重点組合」を抽出し、中央会

による巡回指導や専門家の派遣など集中的な支援を実施

全国商店街振興組合連合会

・ 全国で開催した全振連「消費税軽減税率対策ブロック会議」等で軽減税率対応を強化

転嫁Gメンを活用した事業者支援措置等の周知（中企庁）◆

《中小企業団体等に加入していない中小企業・小規模事業者への周知・広報》

◆中企庁・金融庁から、民間金融機関（全銀協、地銀協、第二地銀協、全信協、

全信中協）に対して、取引先事業者への周知・取組支援を要請

◆中企庁・内閣府・財務省から、公的金融機関（日本公庫、沖縄公庫、商工中金、

信用保証協会）に対して、取引先事業者への周知・取組支援を要請

◆中企庁から、税理士会及び青色申告会を通じて、税理士等に対して、顧客事業

者への周知・取組支援を要請

◆中企庁から、認定経営革新等支援機関に対して、支援を行う中小企業。小規模

事業者への周知・取組支援を要請

◆経産省・中企庁・総務省から、全国の自治体に対して、 「一枚でレジ・システム

補助金の全てがわかるリーフレット」の設置・配布、説明会の開催、自治体広報



誌での周知等を依頼’

◆中企庁から、レジメーカー等に対して､軽減税率対策の支援制度の一層の活用、

営業や顧客のサポート体制の強化を要請。主なレジメーカー等の社長・役員級を

一堂に集めた特別会合を開催し、積極的な販売、万全のサポートを直接要請

◆中小機構と連携し､共済加入企業(小規模企業共済:137万件､倒産防止共済:52

万件）へ掛金の納付状況の通知の機会に合わせ、軽減税率対応の支援制度を周知

《マスメディア等を活用したメディア露出》

◆中企庁において、マスコミ等を活用した広報（新聞・テレビ・ラジオ・インタ

ーネット広告等）の準備中

E:呈>ロ 、′ ； 廿及ひ垂湖重儘に美 目言‘ ,ﾒ､応
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1 《前回会合》 ！’
| 【国税庁】 ’

1

0

'○全国の税務署の専用相談窓口(改正消費税相談ｺｰﾅｰ)で個別相談に対応 ’’
'○軽減税率雷話相談センターにおいて、軽減税率制度（対象品目、帳簿・請求書の書き方I

｜ など)に関する問合せに対応 1
1

｜ ・相談件数の増加傾向に対応するため､平成30年7月より体制を拡充 ’
1

U

'○電話相談ｾﾝﾀｰ(税務署)に軽減税率専用ガｲグﾝｽを開設 ‘
1

1

｜ 【経産省(中企庁)】 ｜
’

’

'○軽減税率対策補助金事務局ｺｰﾙｾﾝﾀｰを設置 ‘
0

0

1 .レジ導入・システム改修等の支援に関する問合せに対応 ’

'○商工会滴工会議所等の中小企業団体等と運携したｻボｰﾄ体制の轄備 I
I

I o全国の商工会･商工会議所等に相談窓口を設置 1
1

｜ ・商工会･商工会議所等の実施する講習会､巡回指導･専門家派遣 ‘
1

1

｜ 【内閣府】 ’
’

’

'○消費税価格転嫁等総合相談ｾﾝﾀｰにおいて､軽減税率制度等に関する一般的な相談に’
1 対応 1
日 ＝ ‐ 二 ， ‐ ニ ニ ー 己 一一 一 一 ： ‐ ‐ ： = 二 一 一 ． ‐ 写 ら ‐ ‐ ‐ ‐ ．‐ ‐． ‐ － 1． － ‐‐ － －．－‐ 二 一 』

◆継続して実施（相談件数合計（国税庁・補助金事務局・内閣府） 約16万件

(30年12月末累計))



軽減税率制度導入に向けた対応体制（モデル） 平成28年4月
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消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)の概要
納税者

j

軽減税率制度のことに

ついて聞きたい1 1

最寄りの税務署に電話 l

…幽雪婆1 1
｢こちらは△△税務署です。」

｢税金に関する一般的なご質問やご相談の方は
『1』を」 ‘ ､ ¥j;'I

｢税務署にご用の方は『2』を」 ‐

｢消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相
談の方は『3』を選択してください｡」
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咋
娃
鑑
土
箱
争
蕗
酩
沌
肘
卑
毒
．
．
搦
謬
寧
鰯
鰯
稚
蔀
電
唖
咄
部
甲
写
鑑
鑑
伊
瀦
な
荘
能
増
留
甜
守

１
受付

》

忠

噂

？

；

き

ぷ

Ｂ

多

葺

ｇ

あ

あ

Ｆ

尹

刃

咽

厚

尹

昼

呼

邑

Ｉ

ｐ

弘

晶

晶

晶

電

毎

消費税の軽減税率制度に関する全般的なご質問やご相談を受け付けています。

ンスに沿ってお知りになりたい内容の番号を選択じだく≦ださい。音声ガイ毎

§
軍…

一一……§

軽減税率が適用

される品目が

その他の軽減税率制度

について

知りたい方
一「3」

帳簿・請求書など

の書き方が ：
知りたい方

一「1」 ｊ

坊
晒
し知りた
一

雛
躍
懸
溌
溌
灘
窓
聯
鰯
澱
鰯
巽
認
零
謹
轄
騨
弾

；

翼
た
郷
湖

《
だ
州
心
弥

一

Ｅ

一

翻

一

三

《

Ｆ
Ｅ
や
撫
三
崎

儘
口
鋤
岬
一
Ｆ
一

口
Ｊ
－
Ｊ
錨
一
Ｊ
脇

蕊

灘

洩

皀

三

己

》

澱
索
一
悪

ユ
ー
》
》
三
密

悪
湿
三
路
一
吋
虹

溌
記
曲
灘

蒋
王
鍬
互

』
Ｆ
《
》
劾
丑
転
釦

三

一

三

一

三

一

識

三

》

認

拳

躍

蕊

篭

壺
一
三
三
識
弓
三
瀬

一

遜

蕊

鰯

馬

面
巳
識
溌

毒
電
藝
屋

ご

￥

『

Ｐ

ヱ

ヨ

－．鐘墨ﾛ…凸足……三段■蝿■壁

○21 P電話等で上記ユリ霊汐
ぬ登

二"!,＃,常:";#職$,"‘{:ここ:
i二登套こゞi:重

洗き識音声ガ糸ダンスに沿舂て
毒

謡

鐙

露

轄

嘩

琴

葬

韓

鉾

群

・

華

●

．

．

…

．

鋤

群

詳

燕

難

迂

孝

鋼

藍

《

》

ｊ

八
談

力

み
溌
相
協

ご
ゞ
る
ご

こ
あ
￥
↓

蕊
蕊
の
津
で

懇

裁

要

髄

の

謹
毒
必
溌
ま

蕊

謹

義

一

一

惑

抵
蕊
獲
遜
難

蕊
菱
だ
雲
お

や
寒
簔
心
寒
吏

鐘
雲
延
漉
瞳

蕊
蕊
越
騨
職

篝
諏
州
さ
瀦
造

簔
溌
認
灘
岬
些

簔
漁
確
燃
灘

雲

徽

篭

猟

溌

蕊
津
等
蚤
鎚

蕊
脅
実
弘
い

謡

一

事

謹

羅

簿
蕊
な
蕊
懇

蘓
逢
翻
溌
織

織
織
嫌
蕊
諺

撫
蟻
藝
謹
簔

蝋
雄
蛾
塞
篝

職
蕊
溌
群
時

灘
發
庭
遥
日

撫
王
三
五
蕊
五
歳

溌
蕊
菫
浸
城

塞

蕊

孫

》

一

發

簔
蕊
關
至
腱

一
》
一
》
》

一
穂
三
壱
三
蝿
Ｆ
赫

輻

稗

一

密

雲

一

Ⅱ

一

ず

》

』

“

》

》

》

器

Ｊ

》

』

、

、

、

、

Ｊ

辺

り

罫

罫

“

祥

》
き
、
》
接
〕
ば

〆
溌
面
鋸
方

這
鳶
の
燕
る

ぷ

。

澪

一

瀧

隷
垂
署
認
さ

義
寒
務
爵
垂

重

蕊

税

一

希

雛
叢
室
承
を

窪

ペ

貼

》

Ｊ

．

蕊
篝
○
圃
鼠

料
蝿
、
溌
纐
溌
熱
賊
輔
獺
鹸

蝋
漉
蕊

靜

，

評

《

唾

》

一

癖

》

凹

辮

晒

靜

一

癖

群

一

癖

群

識

凹

錘
酵
醒
嘩
饗
詩
干
溌
鄙
蕊
鱒
潔
鈩
鄙
癖

講
議
蕊《

音声ガイ浜謹スに沿議鍾豊王2」 を選択

QRコードから

特設サイトへ
軽減税率制度に関する情報については、国税庁ホームページ(www-nta｡g

の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

o.jp)

鱗
判
冷
鍔
埋
猫
坪
謹
軽
輔
叫
穆
踊
浄
唖
巧
堪
堺
澤
弼
‐
２
ｍ
増

…
<平成31年4月>国税庁
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ご
令
◇
●
令
。
■
◇
■
◇
ｑ

Ｑ
ｃ
ｐ
４
６
４
■
▼
叩
■
Ｂ
６
６
０
６
■
■
■
４
■
０
５

蕊蕊

適格請求書等保存方式の導入
、･･、･4.0.凸、｡■｡.■5，■■｡｡e‘■△●0,L■,田■4､P 口心pDpD印~ORpL｡b恥q■qb ‘ q-●L wpp q q 毎L工再転珸諏毎L丘喀唱･さくや冒屯､訴乍竺己唖奄奄語奄毎.五・冒DZ喀培妬毎｡冒毎唾屯･壺毎毎奄再寺示孟､町昭平画ﾛ兎再､正､ﾛ､角｡｡弓■ q･氏■，L，■.｡LD､，｡q･ﾛ｡、qqq．q,｡｡■･･･■･口｡､■．｡･･･?｡.Q弘.■.｡､.｡、号早････､ｮ｡.‐乱せ｡■･･q■･P ｡■?･,心･ﾛ・・.｡‐b早口

【請求書等保存方式】
(現行制度）

【区分記載請求書等保存方式】
(令和元年10月～）

【適格請求書等保存方式】
(令和5年10月～）

請
求
書
等

○請求書の記載事項

･請求書発行者の氏名又は名称

･取引年月日

･取引の内容

対価の額（税込）

･請求書受領者の氏名又は名称

溌
鵜
》
鰯
元
上

蕊
蕊
蕊
鍵
撫

》
鍵
蒋
穣
蕊
鐸
淨
涛
》
ゞ

■
》
叫
望
》
■
■
エ
釦
勾
、
ｏ
一
一
や
む
■
。
二
・
申
畦
や
↑
令
．
ｅ
ｅ
や
酷
。
即
、
酔
畢
令
寸
、
や

一
仕
入

○交付義務なし・不正交付の罰則なし

○免税事業者も交付可

＝免税事業者からの仕入税額控除可
一

’
う

~

夛

請求書
○○御中

11月分21,600円(税込）

11/1～30牛肉2kg 5,400円

●
。

合計 21,600円

△△(株）

請求書（控）

□口御中
－

1 1月分43,200円(税込）

1 1／1～30牛肉2kg 10.800円

●
●

合計 43,200円

OO(株）

守寺P同左プラス

qI軽減税率の対象品目である旨ぅ■ふ琴墓差’

6競奉ごど'三合計じだ対価の領？(親迩■
可 『 ，

(注)i■請求書の交付を受けた事業者による追記も可

『

】

象

草

, 胃

Z :鷺- ; 宰菖 . - .

二､. 胃 ﾆ ﾆ ; :.. 二 ,
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◇ ﾛ ﾏ ◇ △L
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蚕蕊蕊震
責■垂三℃ ？ ; 1J } 1 l ？ ■ ･ ； ■L
畠 . 曾 : : ‘ ? 』 : ‘ :

獄::廷i: i ; #1" . :¥､ : : ゞ ･

■垂f罰!"i γ ■ i ； ■ : 』 ■豆
: % ， : 蝿 ’ 亜 :r
▲ b b e L Jb ず ､ , ． ﾆ

ゴﾛ △●・早診■●1 drh 巴 ■叩 p D ■ T T T ■ 『 ご■= q ■ ■ 可 ｡ザ｡ " ▽ ･ ◇ ｮﾏ 観ごe P ■子 --＝●

汀

ﾛ ﾛｰ､

： 曹
冒 鳥 ‐ ‐

： : 冒 菖

二言琴琴

ゆ

今一

‘

グ

▼

』

, 、

二

一

左

斗

左

室

菱

三

同
庁
同
》
一

h

､

､

請求書（控）

□口御中
－

1 1月分43,600円(税込）

11/5牛肉2kg図 10,800円

1 1/9割りばL4箱 6.600円

合計 43.600円

『願蕊薊
灘鋤哩瀞“》““l

OO(株）
”

請求書
○○御中

11月分21,800円(税込）

11/1牛肉2kg図 5

11/8割りばし4箱 5
●
●

400円

500円

合計 21,800円

厩霞禰繭
注)※印は騒減税率(8％)適用

△△(株）

脳 |； 3

同左プラス
■

. ↓ ‘ ‘

2 . ； : :

倉 ■

登録番号

税率ごとの消費税額及び適用税率

i(注） 『税率ごとに合計じた対価の御は､税稜又は税込

蝿
》
熟
売
埠

べ

》

△

“

龍

。

『

Ｐ

諾

如

司

■

■

口

語

濾

牛

■

や

“

↑

牛

》

■

℃

■

・

咀

一

一

一

》

》

》

》

《

一

再

や

↓
仕
入

▼■ F▼==令=b ■■ｾｰ 少ﾏ ﾏへ

、、

ンLヴロー争〆『 △一FF少少ナーナー･＝ず◇一ヶグー､幸

.冒

’
(懇％吋竣2C､●”門

浦賀税

(3％対顔”.●”円

O交付義務あり?不正交付の罰則あり

o■登録を受けた課税事業者あみ交付可
＝免税事業者からの仕入税額控除不可

O§免税事業者からの仕入れについて、

3年》卜間 ●
● 80%

Qその後3年間:50％ざJ: :さ＆

’2,鋤”:!）

脅猟！.“鈍噌）

司◇ 、守 △◇

の仕入税額控除可｡

戸

請求書（控）

□口御中
－

1 1月分40,000円(本体）

1 1/5牛肉2kg図 10,000円

11/9割りばし4箱 6,000円
Ｃ
ｅ

合計 40．000円

消費税 3,600円

－１株ＩＯＯ

請求書
○○御中

11月分20,000円(本体）
11/1牛肉2kg図 5,000円

11/8割りばし4箱 5,000円

合計 20，000円

消費税 1,800円

(10％対象10.000円

消費税1,000円）

(8恥対象10,000門

澗費税 800円）

△△(株)｛噸業者番号Xxx-xxx)

|注)※印は軽漣税率(896漣用商品I

q■■、‐q■■●

税
額
計
算
特
例

Ⅱ■ ■■ロー■■

○取引総額からの「割戻し計算」

(例) 43,200円×8/108=3,200円 幸一」

■q■一一一I■1■‐‐‐1■4■‐‐●‐一一一‐■b q■‐q■1■e4■｡‐‐4■‐｡‐‐‐4■‐‐q■ーーー＝＝－9■4■‐‐●‐一-一＝ロー■■一ーq■q■ー一q■ー｡■4■ー‐4■つ‐‐‐｡‐一4■4■q■‐‐q■■b 4■‐‐q■

I■■■■■■

qJ〃琴ごとの取引鍵鎮か曇必｢劃扇些計算い■玉認f
J"I側服i 110%対象圭"000円率1蜘"=2jpOOH圭蕊↑
千）;8％対象”1；600円IB畑8当1別0円g:1毒室
§ ？ 》ⅡJ■f■ ■ ■三℃三℃三℃ ？ ■§ ？』』 Ⅳ; ？ ■？■｣三三蓬三℃■L3j600円三三弐塁- , ･ ; ､ " : : ﾆ霊菱官 . 3:二 ・ =

O三売上税額。仕入税額の計算の特例

<みなし計算･簡易課税の事後選択）

O";税率ごとの取引総額からのJ割戻し計算」
領 P

O"適格請求書の税額の§｢積圭げ計算｣。
JK例)1{積正げ計算の場合 公

｝
いずれかの方法に

よることができる

2;加0円十11600円三3ｳ600円
(注）売上税額を｢積上げ計算」する場合には､仕入税額も｢積上げ
■‐一口‐一口一一｡■■｡ーQ■ーロローーーーーつ‐■､＝■ロつ‐‐‐q■口一一一q■つq■ー‐‐‐q■ｰー‐＝‐q■‐‐‐一己‐■■＝■ー｡｡■‐‐‐ー一つｰ｡一一Cー‐＝一一一●

8■■■■■■

計算」
‐q■‐‐‐‐q■‐‐

~

＝



適落講求薑発行事業室

r顔請から登録まてヅ

制度○

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみ

登録を受けるには、所轄税務署長へ登録申請書を提出する必要があります。

です。○
○

~ik通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。

r譲糠事業青で…、’ －－ilリ煽雇嘉嘉燕墓薯一…
＃蝋偽雪一

適格請求書発行事業者

の登録を受けることは

できません。
'、‐ 一ノ'’

｜’ （個人事業者、人格のない社団等）

是出登録年月日 ④税務署からの通知!_典型璽婆__－－－－－，
尋 ／、

し型:” ‘撃騒

事業者は以下の事項をインターネットを通じて確認
“－ 一一一一

~、〆

課税事業者でなければ、

適格請求書発行事業者

の登録を受けることは

できません。
ノ、-

事業者は以下の事項をインターネットを通じて確認

できます

－

事
業
者
①登録申請書の提出

臓
珊 I＃

。

'一一~---~~~一一一一一一一一~．一一~ー一一~一一一｡~~ー‘ーー－．~~"一一一一一.一.~~~一一、 1

11 .適格請求書発行事業者の氏名又は名称登録番号､|｜
|｜ 登録年月日 （取消、失効年月日）
'' ・法人の場合、上記に加え、本店又は主たる事務所ll
ll の所在地
L＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝:＝＝＝＝＝＝邑＝＝＝＝＝＝＝＝＝塞鋒

上記のほか、事業者から公表の申出があった場合には、

・個人事業者：主たる屋号、主たる事務所の所在地

②税務署|こよる審査

蕊
務
豊

一
税
務
署
一

■

■

■

■

鹸

口

・‐

…

・

・

・‐

・

・

・

・

・

税
務
署

③登録（登録簿
への登載）及び

公表

蕪畢

§熟
zZEq b 芦 ﾜヱ 1” だ＝ 宇蜘 ■ .~ﾖ ｰ

･人格のない社団等：本店又は主たる事務所の所在地

一
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一
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一
登

一
一
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’
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簿
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。
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一
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一
、
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一
ず
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一
ら
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一
わ
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一
か
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一
か
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一
に
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一
日
通
｜

一
た
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一
け
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一
受
シ
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一
を
ネ
ー

ー
知
一
一

一
通
タ
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・
ン
一

一
鮴
討
イ
ー
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＄
し
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登
有
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一
一
罐
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一
一
丁
の
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伽
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害
、
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一
求
力
そ
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一
主
月
、
ノ
ロ
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権
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ノ
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ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
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１
１
１
１
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留意点
（
蠅
逵
印
）



薑発行雲業言登録制度○ 岑語

薑発行事業音の登録碩請のスケジュールノ

登録甲

商格籠

圭
三
一
一

13圧1()F
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令和5年3月31日 令和5年10月1日令和S年10月1日

登録申請書提出期限

(令和5年10月1日から登録を受

ける場合）

登録申請書

受付開始
適格請求書等

保存方式導入

’……………………………………………………………………‘…………．…………………………

§登録申請書の提出存受けた後、審査に一定の時間を要しますので、登録申請書は、早め ：

Iの提出存お願いいたします。 ；
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保存期間： 3年

(令和3事務年度末）

屑~寶~涙一雪

消費税の転嫁対策等

1 消費税の転嫁対策等への政府の取組

消費税転嫁対策特別措置法（平成25年10月施行、令和3年3月末までの時限立

法）において、

①転嫁拒否等の行為（いわゆる買いたたき等）の禁止・是正

②転嫁を阻害する表示（｢消費税はいただきません｡」等）の禁止・是正

③総額表示義務の特例

などが規定されており、同法に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けて

政府全体で取り組んでいるところ。 （資料)。

（注1）消費税法において、課税事業者が消費者に対する商品の販売等を行う場合、消費税相当

額を含む支払総額の表示（総額表示）が義務付けられている（消法63）

特措法では､この総額表示義務の特例として、現に表示する価格が「税込価格であると

誤認されないための措置（｢○○円（税抜き)」等)」を講じているときに限り、税抜価格に

よる表示を行うことが認められている（消費税転嫁対策特別措置法10)｡

（注2） 「消費税率引上げに伴う価格設定について（ガイドライン)」

消費税の引上げ前後の駆け込み需要と反動減を抑制する観点から、平成30年11月

に消費税率引上げに伴う価格設定について、事業者による自由な価格設定が原貝Iであ

ることを再確認する内容の｢消費税の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」

が策定・公表されている。

・ 税率引上げ後に値引きを行う場合､特措法により 「消費税還元セール」などの宣伝・

公告は禁止されているが､価格設定のタイミングや値引きセール自体を規制するもの

ではないこと

・ 税率引上げ前に需要に応じて値上げを行うなど、経営判断に基づく自由な価格設定

は妨げられないこと

2当庁における取組状況等

国税当局としては、消費税制度や上記の総額表示義務の特例に関する相談のほか、

転嫁拒否等の相談に対しても、関係府省庁と連携して､丁寧かつ適切に対応している。

（1）転嫁拒否等に関する相談への対応

・ 内閣府において、政府共通の相談窓口「消費税価格転嫁等総合相談センター」

を設置（平成25年10月)、当該総合相談センターの分室として以下を設置。

①東京国税局分室（大手町庁舎） ：総額表示や消費税制度全般に関する相談に対応

②国税庁分室（酒税課内） ：酒類業者からの転嫁拒否等に関する相談に対応

・ 各税務署に設置している「改正消費税相談コーナー」において、改正消費税法



に関する相談や転嫁拒否等に関する相談に丁寧かつ適切に対応。

（2）酒類業界の所管官庁としての対応

各局において、酒類業者に係る転嫁拒否等の行為又は転嫁阻害表示等の防止・

是正のため、情報の収集や調査・指導を実施。

（3）転嫁拒否に関する書面調査への協力

公正取引委員会及び中小企業庁が実施する消費税の転嫁拒否に関する書面調

査について、中小企業庁等からの協力要請に基づき、当該調査票の税務署備え置

き（平成26年7月から）及び主に事業所得を有する個人事業者への送付(平成

26～30年度:各約350万者）を実施。

令和元事務年度においても、中小企業庁等からの協力要請に基づき、当該調査票

を送付予定（令和元年10･11月予定）

消費税価格転嫁等総合相談センター（平成25年10月設置）における相談件数（電話・メール）

※内書きは、東京国税局分室で対応した相談件数

各税務署の改正消費税相談コーナー（平成25年10月設置）における相談件数（面接）

※内書きは、転嫁関係の相談件数

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

(内4,490）

11，125

(内 1,611)

5,237

(内330）

1，314

(内221）

832

(内263）

968

(内 1,104）

2.796

(内8,019）

22,272

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

(内約50）

約9，800

(内約50）

約2,300

(内約20）

約300

(内約10）

約200

(内約10）

約300

(内約10）

約4,600

(内約150）

約17,500



(資料）

灘嬢蕊驚鍵鍵

… 蕊灘鍵；
＜目的＞

’’
消費税率の引上げに際し;獄特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための特別措

置など#･所要の法整備を講ずることにより,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とする｡； ‘ ￥: . ; ： “

※本法は平成25年10月1日から施行し，平成33年3月31日限りでその効力を失う。

（法律改正により， 同法の期限は，平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長された。 ）＜概要＞

に関する特別措置の転嫁拒否等の行為の是正第1消

特定事業者（①大規模小売事業者，②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者）

特定供給事業者(①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者ｳ②資本金等の額が3億円

以下である事業呑個人事業者等）

1息由特定事業者の遵守事項(特定事業者は特定供給事業者に対しi"以下の行為 行ってはならない。 ）

(2)商品購入;瀞役務利用又は利益提供の要請

(4)報復行為' ! ‘!．…
(1)減額･買いたたき ：鴬 ?;:: ：

(3)本体価格での交渉の拒否

こ対する検査指導笠2：転嫁拒否等の行為’

(1)報告･検査(公正取引委員会,主務大臣中小企業庁長官）

(2)指導,助言(公正取引委員会主務大臣，中小企業庁長官）

(9)措置請求(主務大臣･中小企業庁長官）
(4)勧告･公表(公正取引委員会）

阻害する表示の是正に関する特別措置2消費税の転

事業者の遵守事項(事業者 阻害する以下の表示を行ってはならないQ l

(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 ： ‐

(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって

消費税との関連を明示しているもの , 。“ ．～
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの
※消費税の転嫁を阻害する表示に対す-る勧告，指導等については，消費者庁長官等が実施 鍵蝉 、 倉ル ：

第3価格の表示に関する特別措置

1 消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは,現に表示する価格が税込

価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り，税込価格を表示することを要しない(総額表示義
務の特例措置)。

※税込価格を表示しない事業者は，できるだけ速やかに，税込価格を表示するよう努めなければならない。

2事業者が,税込価格に併せて,税抜価格を表示する場合において,税込価格が明瞭に表示されているときは，

景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は適用しない。

第4消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関宣る特別措置

禁止法の適用除外とする(公正取
木

転嫁及び表示カルテルI 独占 員会への届出制）引委こついて；

(純雪事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格念め○転嫁カルテル＝
判 ﾛ

転嫁の方法の決定に係る共同行遍
§ 噂 噌 罰: 、

消費税額分の上乗せの決定，端数の合理的な範囲での処理の決定） ； i;;:f職＃．． 縛｡

○表示カルテル＝表示の方法の決定に係る共同行為（例：価格について統一的な表示方法を用いる旨の決定）

国等の責務

1国民に対する広報の徹底
国は，国民に対し，今次の消費税率引上げの趣旨， 消費税の性格及び政府の消費税の円滑かつ適正な転嫁に関する取組につい

て，徹底した広報を行うものとする。

2通報した者の保護等に関する万全の措置
国は，本法違反行為に関する情報の収集当該情報を国等に通報した者の保護等に関し万全の措置を講ずるものとする。

3調査,監視を行うための万全な態勢の整備
国及び都道府県は，国民に対する広報，本法違反行為に関する情報の収集，事業者に対する指導又は助言等を行うための万全

の態勢を整備するものとする。

』



消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）

平成30年11月28日

内閣官房

公正取弓|委員会

消費者庁

財 務 省

経済産業省

中小企業庁
圭

1．価格設定に関する考え方

＞我が国においては、消費税が1989年に導入されて以降、導入時

及び税率弓|上げ時に、一律一斉に価格が弓|き上げられるものとの

認識が広く定着しています。

＞これに対し、 1960年代から1970年代前半に付加価値税が導入

され、税率弓|上げの経験を積み重ねてきている欧州諸国では、税

率弓|上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設

定するかは､事業者がそれぞれ自由に判断しています。このため＄

税率弓|上げの日に一律一斉に税込価格の弓|上げが行われること

はなく、税率弓|上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減も発生し

ていません。

＞たしかに、消費税は、事業者ではなく、消費者が最終的には負担

することが予定されているため、消費税率弓|上げ後に小売事業者

が値弓|きを行う場合､消費税転嫁対策特別措置法により、「消費税

はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税と直接

関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されていますが、これ

は事業者の価格設定のタイミングや値弓|きセールなどの宣伝・広

告自体を規制するものではありません。例えば、 「10月1日以降

○％値下げ」「10月1日以降○％ポイント付与」などと表示する

ことは問題ありません。

＞また、今回は、中小・小規模小売事業者に対して、来年10月の

消費税弓|上げ後の一定期間に限り、ポイント還元といった新たな

手法などによる支援などを行う予定です。これにより、中小・小



規模小売事業者は、消費税率弓|上げ前後に需要に応じて柔軟に価

格設定できる幅が広がるようになります。

＞大企業においても、消費税率弓|上げ後、自らの経営資源を活用し

てｲ直弓|きなど自由に価格設定を行うことに何ら制約はありませ

ん。

2．適正な転嫁の確

＞このように消費税率弓|上げ後、小売事業者が自らの経営判断によ

り値弓|きを行うことに法令上の制約はありませんが、事業者間の

取弓|については、当該小売事業者に製品・サービスを納入する下

請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、増税分

を負担させられるような事態があってはなりません。

＞消費税転嫁対策特別措置法は、小売事業者や下流の事業者が、下

請事業者や上流の事業者に対し、消費税増税分を減額するよう求

めたり、利益提供を求めたりすることなどを禁止しています。来

年10月の消費税率弓|上げに際しても、下請事業者等に対するこ

うした不当な行為がなされないよう、弓|き続き、転嫁Gメンによ

る監視や関係機関による周知を厳格に行っていきます。

尼~ﾃ毛あ囮
＞消費税率弓|上げ後、消費の平準化を図るために一定の支援措置を

講じる予定としており、事実に反して、消費税率弓|上げ前に、 「今

だけお得」といった形で消費者に誤認を与え駆け込み購入を煽る

行為は、景品表示法に違反する可能性があります。

＞消費税転嫁対策特別措置法は、税込価格の表示（総額表示）を義

務化している消費税法の特例として、 「事業者が表示する価格が

税込価格と誤認されないための措置を講じているときは、税抜価

格を表示できる」と規定しており、これについて特に変更はあり

ません。

＞また、従来、消費税率の弓|上げを理由として、それ以上の値上げ

を行うことは「便乗値上げ」として抑制を求めてきましたが、こ

れは消費税率弓|上げ前に需要に応じて値上げを行うなど経営判

断に基づく自由な価格設定を行うことを何ら妨げるものではあ

りません。
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適正な転嫁の確保（ガイドライン2．関係）
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その他（ガイドライン3．関係：税抜価格として表示できる例）

、 と言ﾛ詞 法､いための置の （総額表示義務の特例関係) ;顎，

①雫個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

艤溌灘議議瀧蕊嬢雛鍵篭剛議灘…鍵鍾灘蕊謬騒騒蕊遡蕊謬

②蕊店内における掲示､チラシ等における表示により一括して税抜価格であることを
明示する例

個々の値札等又は個別の商品価格の部分には、 ｢○○○円｣蔦：と税抜価格のみを表示

し､! 'i別途、消費者が商品等舂撰 明瞭に以下のよう祭に目につ すい塲所に、

な表示を行うことが考えられる
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